
茨城県北地域おこし協力隊取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、茨城県北地域おこし協力隊設置要綱（以下「設置要綱」という。）に基づき設置する

茨城県北地域おこし協力隊員（以下「隊員」という。）の委嘱期間等について、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（委嘱期間の延長） 

第２条 設置要綱第４条第２項に基づき隊員の委嘱期間を延長する場合は、知事はあらかじめ隊員の活動

等を評価し延長の可否を判断するための審査会を実施する。 

２ 前項の審査会の運営等に必要な事項は別途定めるものとする。  

 

（隊員の活動日数） 

第３条 隊員の１週間の活動日数は、５日間を基本とする。 

２ 前項の活動日数については、事業計画に応じて、１週間の活動日数を減じて設定することができる。 

３ 月曜日から金曜日の間に、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日及び 12

月 29日から翌年の 1月 3日までの日（以下「休日」という。）が含まれる場合には、当該週の活動日数を

別表のとおりとすることができる。 

４ 同一週における活動日数に過不足が生じる場合には、ほかの週との振替により調整できるものとする。 

 

（報償の額等） 

第４条 隊員は、地域協力活動の対価として設置要綱第６条第１項に係る報償を受けるためには、別添様式

により毎月の活動状況を知事に報告しなければならない。 

２ 設置要綱第６条第２項に係る隊員の報償は月額 233,300円とする。ただし、１週間の活動日数が５日未

満の場合の月額 は 46,660円 に 1週間の活動日数を乗じた額とする。 

 

（報償の日割計算） 

第５条 隊員が月の中途において委嘱または解嘱された場合の当該月の報償の額は、職員の給与に関する

条例（昭和 27年 4月 1日茨城県条例第 9号）に準じて取扱うものとする。 

２ 隊員が活動の休止を知事に申し出た場合については、前項の規定を準用する。 

 

（報償の支給日） 

第６条 隊員に対する報償の支給日は、翌月 20 日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当

たるときは、その日前においてその日に最も近く、かつ、土曜日、日曜日又は休日でない日を支給日とす

る。 

 

（地域協力活動に要する経費） 

第７条 知事は予算の範囲内で、設置要綱第２条に掲げる地域協力活動に必要な経費を支払うものとする。 

 

（研修等） 

第８条 隊員は、設置要綱第２条に掲げる地域協力活動を実施するにあたり、別に定める育成等方針に基づ

き必要な研修等を受講するものとする。 

 

 

   付 則 

 この要領は、平成 26年８月６日から施行する。 

   付 則 

 この要領は、平成 30年 10月１日から施行する。 



 附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要領は、令和４年 12月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和５年 12月１日から施行する。  



別表（第３条関係） 

 

 休日が含まれる週の活動日数 

１週間の活動日数 
月曜日から金曜日までの１週間に含まれる休日の日数 

１ ２ ３ ４ ５ 

５ ４ ３ ２ １ ０ 

４ ３ ２ ２ １ ０ 

３ ２ ２ １ １ ０ 

２ ２ １ １ ０ ０ 

１ １ １ ０ ０ ０ 

 

  



 

（別添様式） 

茨城県北地域おこし協力隊 活動報告書 
 
     年   月分                       【隊員氏名】 

日 曜日 時間 用務 場所 
所在地 

(出張の場合) 
備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ※ 隊員の活動時間は概ね１日当たり７時間 45分を基本とする。 
 

 


